
 

【第１号議案】 

 

第 74 回全国植樹祭岡山県実行委員会会則の一部改正について 

  

１ 別表第１の改正（第４条関係）【実行委員会】 

（内容） 

  会則の別表第１の改正 

  ○ 委員（県議会） 

    （改正前）岡山県議会環境文化保健福祉委員会 

    （改正後）岡山県議会環境文化保健子ども福祉委員会 

（理由） 

    岡山県部等設置条例の一部改正により、保健医療部及び子ども・福祉部が設置された

ことに伴い、従来の岡山県議会環境保健福祉委員会の名称が改められたため。 

 

 

２ 施行日 

  令和５年７月４日 

 

 

３ 新旧対照表 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 



 

第 74 回全国植樹祭岡山県実行委員会会則の一部改正 新旧対照表 

改正前 改正後 

第１条～第 18 条 （略） 

  

  

 

 

 

別表第１（第４条）【実行委員会】 

職 名 区 分 所 属 役 職 

（略） 

委 員 （略） 

県議会 岡山県議会環境

文化保健福祉委

員会 

委員長 

（略） 

 

 

第１条～第 18 条 （略） 

 

附 則 

この会則は、令和５年７月４日から施行

する。 

 

別表第１（第４条）【実行委員会】 

職 名 区 分 所 属 役 職 

（略） 

委 員 （略） 

県議会 岡山県議会環境

文化保健子ども

福祉委員会 

委員長 

（略） 

 

 

 

 

 


